
  

生 徒 心 得 

 

 私たちは、本校の教育目標と校訓に従い、将来有為な市民となるために真理を求め、正

義を尊び責任を重んじ、健全な心身の育成に努力することを惜しまない。 

 

1 礼  儀 

  日常の行動・会話は、明朗・活発で常に礼儀正しくあること。 

2 校内生活 

（1）始業・終業時は起立し挨拶をすること。 

（2）登校後の外出は、特別の場合以外は禁ずる。 

（3）清潔・整頓に心がけ、校舎・校具は大切に扱うこと。 

（4）学用品、身分証明書（生徒手帳）以外の不必要な金品は所持しないこと。 

3 校外生活 

（1）校外においても常に本校生徒としての自覚を忘れないこと。 

（2）外出する際は、外出先・目的・帰宅時間を保護者に告げること。 

（3）夜間外出はつつしみ、止むを得ない場合も午後 10時までとする。 

（4）法令などで禁止されている場所や店に立ち入ることや利用することは厳禁とする。 

（5）飲酒・喫煙・暴力は厳禁とする。 

（6）登下校時には、交通道徳を守り、交通法規に違反しないこと。 

（7）情報モラルを守り、ＳＮＳやインターネットを正しく利用すること。 

4 出欠および諸願届 

（1）欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず保護者から担任に連絡すること。 

（2）長期欠席・休学・退学・転学については担任に事前に相談すること。 

（3）各種証明書ならびに異装届などの諸届はすべて担任に届け出ること。 

（4）休業日に校舎を使用するときは、事前に学校に届け出て許可を受け、必ず担当者に連

絡すること。 

（5）校舎の掲示物は、所定の手続きのもとに学校の許可を受けること。 

（6）集会等を計画し、またはこれに参加する場合は、7 日前までに所定の手続きのもと、

学校に届け出て許可を受けること。 

（7）アルバイトをする場合は必ず担任に申し出て、アルバイト許可願を提出すること。 

5  出欠席等の取扱いについて 

 欠席・出校停止・特別欠席・遅刻・早退などの取扱いは、本校内規による。 

6 禁止事項について 

 本校生徒として禁止事項に違反したときは、懲戒及び特別な指導とする。 

（1） 校舎・校具その他の物品の損壊。 

（2） 法令で禁止されている場所への出入り。 

（3） 飲酒・喫煙及び有害物質の使用とそれにかかわる行為。また、その場に居合わせた

場合。 

（4） 試験中における不正行為。 

（5） 暴行・恐喝・強要その他の暴力行為。 

（6） 万引き・窃盗等。 

（7） 怠学・授業妨害。 

（8） 金品不正貸借。 

（9） 教師に対する非礼な言動。 

（10） 交通違反及び危険行為等。 

（11） ＳＮＳやインターネットを悪用する行為。 

（12） その他高校生としてふさわしくない言動及び行為。 

 

 



  

服 装 心 得 

 

1  服装は、本校指定の制服を着用すること。休日登校時も、制服登校とする。 

2  制服には本校指定のバッジ（左襟）をつけること。 

 3   頭髪は高校生らしい髪型とし、男女共パーマ、染色、その他（ドライヤー、コテによ

る変形等）の加工を厳禁する。 

4  上靴は本校指定（色は学年指定）のものとし、体育時の屋外用は別に指定する。 

5  体育時の服装については別に指定する。 

6  装飾品、化粧は厳禁する。 

7  制服着用時の異装は担任に申し出て許可を得ること。 

8  夏期、冬期の更衣の時期は学校が指示する。 

9 男子制服は次のとおりとする。 

（1）別紙に指定された業者で学生服を購入すること。 

（2）黒のスタンドカラー標準学生服上下（カラーインカラー）とし、本校指定のカシメバ

ッジ付きとする。ボタンは指定のボタンを用いること。 

ズボンは、黒のストレートタイプの標準的な学生ズボンとする。 

（3）学生服の袖口のカフスボタンは 2個とし、必ず止めておくこと。 

（4）ソックスは華美でないものを着用すること。 

（5）夏期の服装として、白無地ワイシャツ、開襟シャツ、白色ポロシャツの着用を認め 

  る。 

（6）学生服の変型は厳禁する。 

10  女子の制服は次のとおりとする。 

（1）別紙に指定された業者で制服を購入すること。 

（2）スタイルについては、下記の通りとする。 

  ア ブレザー 

   シングル前３つボタンブレザー  

  イ スカート 

  （ア）１８本車襞スカート 

  （イ）スカート丈は「膝頭の範囲」とする 

ウ スラックス 

ストレートのワンタックとする 

  エ Ｖネックニットベスト 

   襟 Ｖネック 左胸に刺繍入り 

  オ ワイシャツ 

  （ア）白無地とする 

  （イ）角襟のワイシャツ、ブラウス（襟ぐりがワイシャツと同じ）に限る。 

  カ リボン・ネクタイ 

  （ア）ダブル蝶タイ（リボン型）「ワンタッチ式」 

  （イ）タイ（ネクタイ型）「ワンタッチ式」【スラックス専用】 

  キ ソックス、ストッキング、タイツ 

   （ア）黒または紺のものを着用すること。 

   （イ）ルーズソックスは禁止とする。 

（3）夏期の服装については、下記の通りとする。 

  ア 白色ポロシャツの着用を認める。 

  イ ワイシャツ、ブラウス着用の場合、ベストは必ず着用すること。 

  ウ リボン着用は認めない。 

（4）制服の変型は認めない。 

11  Ｖネックセーター（希望者のみ購入）について 

(1) 冬期間の防寒用として学生服（男子）またはブレザー（女子）の下に着用することを



  

フロッキー：校章の入ったシール 

カシメバッジ：固定式バッジ 

カラーインカラー：襟の中にカラーが組み込まれているもの 

 

認める。 

(2) サイズは体にフィットするものとし、袖丈は手首まで、学生服またはブレザーの袖か

ら１ｃｍ程度とする。着丈はウエストまでとし、学生服またはブレザーから出ないこと。 

 

 

 

 

  

この心得は平成 10年 4月 1日改正 

     平成 14年 4月 1日一部改正 

          平成 17年 5月 1日一部改正 

 平成 24年 10月 4日一部改正 

                                                      平成 30年 4月 1日一部改正 

 令和 2年 12月 21日一部改正 

令和 4年 2月 17日一部改正 


